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報告第１０号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙

（令和５年専決第１２号）のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。

令和５年６月２２日

常陸大宮市長 鈴木 定幸
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専決第１２号

専決処分書

市道１－１３号線における車両損害事故に係る損害賠償の額を決定し、和解

することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の

規定により、次のとおり専決処分する。

令和５年６月１２日

常陸大宮市長 鈴木 定幸

１ 相手方

常陸大宮市在住者

２ 損害賠償の額

一金２９，８２８円

３ 事故の概要

令和５年５月１５日午前７時２０分頃、東野地内の市道１－１３号線に

おいて、路面が損傷していた箇所を相手方車両が走行した際に、当該車両の

左側前後のタイヤ及びホイールを損傷させ損害を与えた。

４ 和解の内容

市は相手方に対し、上記損害賠償の額を支払い、今後本件に関していかな

る事情が生じても双方異議を申し立てない。

５ 専決処分を行う理由

市道１－１３号線において発生した車両損害事故における損害賠償の額

を決定し、和解することについて、市長の専決処分事項について（令和３年

常陸大宮市議会議決）第７号の規定により、専決処分するものです。
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議案第４５号

工事施行協定の締結について

水郡線常陸大宮駅東西自由通路・新駅舎整備工事について、下記のとおり施行

協定を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第

５号の規定により、議会の議決を求める。

記

１ 協定の目的

水郡線常陸大宮駅東西自由通路・新駅舎整備工事

２ 協 定 金 額

一金１，８９９，７５６，０００円

（うち市負担額１，８６１，７５６，０００円）

３ 協定の相手

茨城県水戸市三の丸１丁目４番４７号

東日本旅客鉄道株式会社

執行役員水戸支社長 小川 一路

令和５年６月２２日提出

常陸大宮市長 鈴木 定幸
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